
特定複合観光施設区域整備法第３７条第４項に
基づく認定区域整備計画の実施の状況の評価に

関する協議について

説明資料１

企画課
令和６年９月６日



〇 特定複合観光施設区域整備法では、経済社会情勢の変化を踏まえ、認定区域整備計画（事業計画を含む。以下同じ。）
の実施の状況について定期的に確認し、見直しを行う観点から、認定区域整備計画の実施の状況について、国土交通大臣
が毎年度評価を行うこととされている。

〇 認定区域整備計画の実施の状況についての毎年度の評価に当たっては、認定区域整備計画に基づく取組の状況及び目
標の達成状況について評価を行うこととされており、国土交通大臣は、実施の状況を評価しようとするとき、関係行政機関
の長に対して協議を行うこととされている。

○ 当該協議の対象たる実施の状況の（国土交通大臣による）評価は、カジノ管理委員会がその所掌事務に照らして評価した
ところと齟齬はない。

実施の状況の評価に関する協議への対応について

令和６年９月３日付けで国土交通大臣から協議があった、「令和５年度における『大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の

整備に関する計画』の実施の状況の評価（案）」について、カジノ管理委員会として、異議はないと判断し、同協議に対し、その

旨を回答することとする。

【結論】本協議におけるカジノ管理委員会としての回答

【理由】検討の経緯
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特定複合観光施設区域整備法（平成三十年法律第八十号）（抄）

（認定区域整備計画の実施の状況の評価）

第三十七条 国土交通大臣は、基本方針に即して、毎年度、認定区域整備計画（事業計画を含む。以下この条にお

いて同じ。）の実施の状況について、評価を行わなければならない。

２ 国土交通大臣は、前項の評価を行おうとするときは、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況

について、報告を求めることができる。この場合において、認定都道府県等は、認定区域整備計画のうち事業基本

計画及び事業計画の実施の状況については、認定設置運営事業者等に対し報告を求め、当該報告について意見

があるときは、意見を付して、国土交通大臣に報告するものとする。

３ 認定都道府県等は、前項の規定により認定区域整備計画の実施の状況について報告しようとするときは、協議

会が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公

安委員会との協議をしなければならない。

４ 国土交通大臣は、第一項の評価を行おうとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光

施設区域整備推進本部の意見を聴かなければならない。

５ 国土交通大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、認定都道府県等に対し、当該評価の結果を通知す

るとともに、これを公表しなければならない。

６ 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、第一項の規定による評価の結果を、事業基本計画及び事業

計画に適時に反映させるなど、認定区域整備計画に係る業務運営の改善に適切に反映させなければならない。

〇参照条文
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観参第３６４号 

令和６年９月３日 

カジノ管理委員会委員長 北村 道夫 殿

国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

特定複合観光施設区域整備法第 37 条第４項に基づく 

認定区域整備計画の実施の状況の評価に係る協議について 

標記について、下記の認定区域整備計画の実施の状況の評価に関

して、特定複合観光施設区域整備法（平成 30年法律第 80号）第 37

条第４項の規定に基づき協議します。 

 本件については、令和６年９月６日（金）17 時までにご回答下

さい。 

記 

令和５年度における「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備

に関する計画」の実施の状況の評価（案）（別添） 

以上 

別　紙

宮下恭一(MIYASHITAKyoich
長方形
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令和５年度における「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画」 

の実施の状況の評価（案） 

国 土 交 通 省

特定複合観光施設区域整備法（平成 30年法律第 80 号）第 37 条第１項の規定に基づき、令和

５年度における「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画」の実施の状況を以

下のとおり評価する。 

第１ 目標の達成状況 

認定区域整備計画に記載した目標の達成に向けてより取組の実効性を高める観点から、取組

に応じて複数の成果目標の設定と、その達成に向けた客観的な指標を用いた進捗状況の報告及

び要因分析等を行うことも検討されたい。目標達成に向け、まずはＩＲ開業に向けた各種取組

を着実に進めることが重要である。 

第２ 認定区域整備計画に基づく取組の状況 

区域整備計画認定以降、様々な状況の変化等があったが、引き続き、要求基準を充足してい

ることを確認した。金融機関との融資契約の締結、少数株主 22社との株式引受契約の締結、

液状化対策工事への着手、ギャンブル等依存症対策の実施など、様々な取組に進捗が見られ、

一定の評価はできる。ＩＲ開業に向けて、認定区域整備計画に基づき着実に取組を進めるとと

もに、認定時の審査委員会における指摘等が適切に今後の取組に反映されることを求める。 

第３ 法第９条第 13 項に基づき付された条件に係る取組の状況 

（認定条件１） 

カジノ施設やＩＲ全体の建築物のデザインについて、実施状況報告では設計の着手を確認し

た。認定審査における審査委員会の意見が適切に反映されたものとなるよう、今後の詳細設

計・建設において十分留意すべきである。 

（認定条件２） 

 推計値について、令和５年度の取組としては推計の前提条件に変更がないことの確認に留ま

っているが、今後、推計に用いる各種データ等の精緻化及び認定区域整備計画に記載の推計値

実現に向けた取組を着実に実施する意向を確認した。推計の精緻化とともに、認定区域整備計

画に記載の推計値実現のため、外国人来訪客の増加に向けたプロモーションと集客に向けた取

組の具体化等が重要である。 

（認定条件３） 

カジノ事業は未開業のため現状特段の実施状況報告はないが、特定複合観光施設として長期

別添
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的に安定した運営を確保するため、カジノ事業の収益を十分に非カジノ事業へ投資することを

求める。また、特定の国籍等客層に偏ることなく、幅広い来訪者が訪れるような集客の実現に

取り組むことを求める。 

（認定条件４） 

地盤沈下量の計測の実施、専門家意見を踏まえた液状化対策の工法検討及び対策工事への着

手等の取組が確認できた。引き続き、必要な対策を図るとともに、不測の事態に備えて対応策

を十分検討しておくことが必要である。 

（認定条件５） 

対話型説明会の開催など地域との双方向の対話の場を設ける取組を実施していること、及

び、引き続き、工夫しながら地域との良好な関係構築に継続的に努める意向について確認でき

た。引き続き、各種取組を継続することが重要である。また、地域との良好な関係構築のため

には、ＳＮＳを活用した期待感の醸成や、誤情報等が流布しないような措置を講じることも重

要である。 

（認定条件６） 

「第２期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画」に基づき、ギャンブル等依存が疑われる

者等の割合の調査の実施や依存症予防啓発ツールの作成など多くのギャンブル等依存症対策へ

の取組が実施されていることが確認できた。ギャンブル等依存が疑われる者等の割合につい

て、ＰＤＣＡサイクルを実行し、大阪府・市とＩＲ事業者双方が割合低減の実現性を高めてい

くことが重要である。 

（認定条件７） 

「日本らしさ」を打ち出したコンテンツ等の創出のほか必要な充実を図っていく意向が確認

できた。認定条件１～６に掲げるもののほか、認定審査における審査委員会の意見を十分に踏

まえ、必要な充実を図りつつ区域整備計画の着実な実施及び日々変化する訪日外国人のニーズ

を捉えた必要な見直しを適時行うことが必要である。 

第４ その他 

大阪府・市とＩＲ事業者における知的財産権の保護に関する確認プロセスの強化及び教育の

徹底等の取組が確認できた。アーティスト等の権利保護や知的財産権の適切な取扱いの重要性

を認識の上、再発防止を徹底するとともに、信頼・イメージ回復に向けて引き続き適切な取組

を継続することが重要である。 

実施協定の内容が遵守されるよう、隣接地区で開催される大阪・関西万博の関係者との調整

を行うことが必要である。
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